
 

 

 

 

 

 

 

５月１２日（金）、皆さんにはタブレット端末を配布しました。 

皆さんは、墨田区と「みんなで守る３つの約束と１０のルール」を約束し、署名をしています。 

この約束はタブレット貸し出しのみならず、今後社会人として生活する中でインターネットや SNS を扱

う際にも基本となるルールでもあります。タブレット端末やインターネットは、危険性を十分に理解し

活用すれば、とても便利なツールです。「今だけ」「怒られないために」ではなく、ネット社会を通した

トラブルや犯罪に巻き込まれないようにするためにも、ルールを守って活用していきましょう。 

みんなで守る３つの約束と１０のルール 

●３つの約束 
１ 私は勉強のためだけに使います。 
２ 私は健康に気を付けて、時間を守って使います。 
３ 私は人がいやがることや、悲しむ使い方をしません。 
 

●10 のルール 
１【使う場所や時間について】 

決められた場所や時間以外ではタブレットは使わない。 

２【自分のタブレットを守るため】 

タブレットをほかの人に使わせない。ロイロノートなどのパスワードを教えない。 

３【安全に使うため】 
インターネットで見てはいけないページや、危ないページを見てしまったら、すぐに消して

先生や保護者に報告する。 

４【タブレットを大事に使うため】 
シールをはがさない。落書きしない。こわれるようなことはしない。 

５【インターネットで自分やほかの人の安全を守るため】 
インターネットやアプリで自分やほかの人のことは絶対に書きこまない。 

６【カメラを安全に使うため】 
人を傷つけたり、困らせるようなカメラの使い方はしない。他の人を勝手に写真に撮らない。 

７【もしもの時】 
タブレットをなくしたり、壊したり、動きがおかしいと思ったときはすぐに先生に知らせる。 

８【データの保存】 
勉強に使うデータだけタブレットに保存する。 

９【ほかの人の作品を守るため】 
ほかの人の作品を勝手に保存しない・写真にとらない。 

10【ルールを守れないときは】 
３つの約束と１０のルールや、先生から言われたことが守れない場合は、タブレットを使う 

ことができなくなる。 
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